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1 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
の
法
令
改
正
の
要
点 

 
1

、
「
充
て
ん
」
を
「
充
塡
」
に
変
更 

（
「
塡
」
は
旧
字
体
な
の
で
注
意
！
） 

 
 
 
 

容
器
保
安
規
則
、
冷
凍
保
安
規
則
、
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
を
改
訂

し
た
。 

二
．
特
定
不
活
性
ガ
ス
を
定
め
、
特
定
不
活
性
ガ
ス
と
し
て
、
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
、
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二

百
三
十
四
ｚ
ｅ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
三
十
二
を
定
め
た
。 

三
、
特
定
不
活
性
ガ
ス
の
扱
い
を
定
め
た
。 

 

こ
れ
以
降
に
、
新
旧
対
照
表
を
掲
載
す
る
が
、
「
充
て
ん
」
に
係
る
新
旧
対
照
表
は
省
略
す
る
。 

 

○
冷
凍
保
安
規
則 

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条 

三 

不
活
性
ガ
ス 

ヘ
リ
ウ
ム
、
二
酸
化
炭
素
、
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ

ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
、
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四

ｚ
ｅ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
三
、
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
三
Ｂ
一
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二
、
フ
ル

オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
三
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
十
四
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
百
十
六
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
二
十
四
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
百
二
十
五
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
四
百
一
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
一
Ｂ
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
四
百
二
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
Ｂ
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｂ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｄ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｅ
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
四
百
十
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
十
Ｂ
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
四
百
十
三
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
十
七
Ａ
、
フ
ル

オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
十
二
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
十
二

Ｄ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
十
三
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五

百
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ

及
び
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
九
Ａ 

三
の
二 

特
定
不
活
性
ガ
ス 

不
活
性
ガ
ス
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の イ 

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ 

ロ 

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｚ
ｅ 

ハ 

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
三
十
二 

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
七
条 

 

現 
 

行 

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条 

三 

不
活
性
ガ
ス 

二
酸
化
炭
素
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、 

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
三
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
三
Ｂ
一
、
フ
ル

オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
三
十
二
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
百
十
四
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
十
六
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
百
二
十
四
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
二
十
五
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
一
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
四
百
一
Ｂ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
四
百
二
Ｂ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
四
百
七
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｂ
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｄ
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
四
百
七
Ｅ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
十
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
四
百
十
Ｂ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
十
三
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
四
百
十
七
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
十
二
Ａ
、
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
十
二
Ｄ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
十

三
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
二
、

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ

、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
九
Ａ

及
び
ヘ
リ
ウ
ム 

 

（
新
設
） 

    

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
七
条 

 

旧 



2 
 

三 

圧
縮
機
、
油
分
離
器
、
凝
縮
器
若
し
く
は
受
液
器
又
は
こ
れ
ら

の
間
の
配
管 

(

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
特
定
不
活
性
ガ
ス

の
製
造
設
備
の
も
の
に
限
る
。)

を
設
置
す
る
室
は
、
冷
媒
ガ
ス

が
漏
え
い
し
た
と
き
滞
留
し
な
い
よ
う
な
構
造
と
す
る
こ
と
。 

十
五 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
特
定
不
活
性
ガ
ス
の
製
造
施

設
に
は
、
当
該
施
設
か
ら
漏
え
い
す
る
ガ
ス
が
滞
留
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
場
所
に
、
当
該
ガ
ス
の
漏
え
い
を
検
知
し
、
か
つ
、
警
報

す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
吸
収
式
ア
ン
モ
ニ

ア
冷
凍
機
に
係
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
認
定
指
定

設
備
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
一
号
（
可
燃
性
ガ
ス
又

は
毒
性
ガ
ス
を
冷
媒
ガ
ス
と
す
る
冷
凍
設
備
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
、
第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
の
基
準
と
す
る
。 

第
十
二
条
（
略
） 

２ 

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
認
定
指
定

設
備
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
第
七
条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
一
号
（
可

燃
性
ガ
ス
又
は
毒
性
ガ
ス
を
冷
媒
ガ
ス
と
す
る
冷
媒
設
備
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
の
基
準
と
す
る
。 

（
そ
の
他
製
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
十
五
条 

法
第
十
三
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
条
第
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

二 

特
定
不
活
性
ガ
ス
を
冷
媒
ガ
ス
と
す
る
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て

は
、
冷
媒
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
燃
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

（
廃
棄
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
従
う
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
指
定
） 

第
三
十
三
条 

法
第
二
十
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ

ス
は
、
可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
及
び
特
定
不
活
性
ガ
ス
と
す
る
。 

（
廃
棄
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
三
十
四
条 

法
第
二
十
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

可
燃
性
ガ
ス
及
び
特
定
不
活
性
ガ
ス
の
廃
棄
は
、
火
気
を
取
り

扱
う
場
所
又
は
引
火
性
若
し
く
は
発
火
性
の
物
を
た
い
積
し
た

場
所
及
び
そ
の
付
近
を
避
け
、
か
つ
、
大
気
中
に
放
出
し
て
廃
棄

す
る
と
き
は
、
通
風
の
良
い
場
所
で
少
量
ず
つ
放
出
す
る
こ
と
。 

 

三 

圧
縮
機
、
油
分
離
器
、
凝
縮
器
若
し
く
は
受
液
器
又
は
こ
れ
ら

の
間
の
配
管 

(

可
燃
性
ガ
ス
又
は
毒
性
ガ
ス
の
製
造
設
備
の
も

の
に
限
る
。)

を
設
置
す
る
室
は
、
冷
媒
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と

き
滞
留
し
な
い
よ
う
な
構
造
と
す
る
こ
と
。 

十
五 

可
燃
性
ガ
ス
又
は
毒
性
ガ
ス
の
製
造
施
設
に
は
、
当
該
施
設

か
ら
漏
え
い
す
る
ガ
ス
が
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
、
当

該
ガ
ス
の
漏
え
い
を
検
知
し
、
か
つ
、
警
報
す
る
た
め
の
設
備
を

設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
吸
収
式
ア
ン
モ
ニ
ア
冷
凍
機
に
係
る
施

設
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
認
定
指
定

設
備
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
前
項
第
一
号
、
第
二
号
、

第
四
号
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
一
号
（
可
燃
性
ガ
ス

又
は
毒
性
ガ
ス
を
冷
媒
ガ
ス
と
す
る
冷
凍
設
備
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
及
び
第
十
七
号
の
基
準
と
す
る
。 

第
十
二
条
（
略
） 

２ 

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
認
定
指
定

設
備
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
第
七
条
第
一
項
第
一

号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
一
号

（
可
燃
性
ガ
ス
又
は
毒
性
ガ
ス
を
冷
媒
ガ
ス
と
す
る
冷
媒
設
備

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
及
び
第
十
七
号
の
基
準
と
す
る
。 

（
そ
の
他
製
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
十
五
条 

法
第
十
三
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基

準
は
、
前
条
第
一
号
の
基
準
と
す
る
。 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

  

（
廃
棄
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
従
う
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
指
定
） 

第
三
十
三
条 

法
第
二
十
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ

ス
は
、
可
燃
性
ガ
ス
及
び
毒
性
ガ
ス
と
す
る
。 

（
廃
棄
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
三
十
四
条 

法
第
二
十
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

可
燃
性
ガ
ス
の
廃
棄
は
、
火
気
を
取
り
扱
う
場
所
又
は
引
火
性

若
し
く
は
発
火
性
の
物
を
た
い
積
し
た
場
所
及
び
そ
の
付
近
を

避
け
、
か
つ
、
大
気
中
に
放
出
し
て
廃
棄
す
る
と
き
は
、
通
風
の

良
い
場
所
で
少
量
ず
つ
す
る
こ
と
。 

 



3 
 

別
表
第
一
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別
表
第
一
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

 

（
保
安
検
査
の
方
法
） 

第
四
十
三
条 

２ 

前
項
の
保
安
検
査
の
方
法
は
告
示
で
定
め
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
（
第
七
条
第
一
項
第
三
号
及

び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
基
準
（
特
定
不
活
性
ガ
ス
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
移
動
式
製
造
設
備

（
第
八
条
第
二
号
で
準
用
す
る
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

る
基
準
（
特
定
不
活
性
ガ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
い
て
、
別
表
第
二
に

定
め
る
方
法
を
用
い
る
場
合
。 

（
指
定
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
五
十
七
条 

法
第
五
十
六
条
の
七
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

指
定
設
備
は
、
当
該
設
備
の
製
造
業
者
の
事
業
所
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
第
一
種

製
造
者
が
設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
七
条
第
二
項
（
同
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
十
五
号
を

除
く
。
）
、
第
二
種
製
造
者
が
設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第

十
二
条
第
二
項
（
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
六
号
及
び
第
十
五
号
を
除
く
。
）
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

を
確
保
す
る
よ
う
に
製
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
指
定
設
備
認
定
証
が
無
効
と
な
る
設
備
の
変
更
の
工
事
等
） 

第
六
十
二
条 

一 

当
該
変
更
の
工
事
が
同
等
の
部
品
へ
の
交
換
の
み
で
あ
る
場

合 

 

（
保
安
検
査
の
方
法
） 

第
四
十
三
条 

２ 

前
項
の
保
安
検
査
の
方
法
は
告
示
で
定
め
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
新
設
） 

      

（
指
定
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
五
十
七
条 

法
第
五
十
六
条
の
七
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 
指
定
設
備
は
、
当
該
設
備
の
製
造
業
者
の
事
業
所
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
第
一
種
製
造
者
が

設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
七
条
第
二
項
（
同
条
第
一
項
第
一

号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
、
第
二
種
製
造
者
が
設
置
す

る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
十
二
条
第
二
項
（
第
七
条
第
一
項
第
一
号
、

第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保

す
る
よ
う
に
製
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

（
指
定
設
備
認
定
証
が
無
効
と
な
る
設
備
の
変
更
の
工
事
等
） 

第
六
十
二
条 

一 

当
該
変
更
の
工
事
が
同
一
の
部
品
へ
の
交
換
の
み
で
あ
る
場
合 

 

１ 
 

製
造
設
備
が
定

置
式
製
造
設
備
で
あ

る
製
造
施
設
の
場
合 

四 

第
七
条
第
一
項

第
三
号
の
漏
え
い
ガ

ス
が
滞
留
し
な
い
構

造 

検
査
項
目 

   

四 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
特
定
不

活
性
ガ
ス
を
冷
媒
ガ
ス
と
す
る
冷
媒
設

備
の
高
圧
部
を
設
置
す
る
室
の
冷
媒
ガ

ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
滞
留
し
な
い
構

造
等
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
必
要
に
応

じ
図
面
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

完
成
検
査
の
方
法 

１ 
 

製
造
設
備
が
定
置

式
製
造
設
備
で
あ
る
製

造
施
設
の
場
合 

四 

第
七
条
第
一
項

第
三
号
の
漏
え
い
ガ

ス
が
滞
留
し
な
い
構

造 

検
査
項
目 

   

四 

可
燃
性
ガ
ス
又
は
毒
性
ガ
ス
を
冷
媒
ガ

ス
と
す
る
冷
媒
設
備
の
高
圧
部
を
設
置
す

る
室
の
冷
媒
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
滞

留
し
な
い
構
造
等
を
目
視
に
よ
り
検
査

し
、
必
要
に
応
じ
図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。 完

成
検
査
の
方
法 



4 
 

  

別
表
第
二
（
第
四
十
三
条
第
二
項
第
三
号
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

別
表
第
二
（
削
除
） 

  

十
七 

第
七
条
第
一
項
第
十

五
号
の
製
造
施
設
の
ガ
ス

の
漏
え
い
を
検
知
し
、
か

つ
、
警
報
す
る
た
め
の
設

備 

  

２ 
 

製
造
設
備
が
移
動
式

製
造
設
備
で
あ
る
製
造
施

設
の
場
合 

一 

第
八
条
第
一
号
の
引
火

性
又
は
発
火
性
の
物
の
た

い
積
の
状
況 

 

二 

第
八
条
第
二
号
で
準

用
す
る
第
七
条
第
一
項

各
号
の
検
査
項
目
の
う

ち
、
前
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
、
第
七
号
か
ら

第
十
号
ま
で
及
び
第
十

二
号
か
ら
第
十
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
も
の 

（
三
か
ら
十
一
を
削
る
） 

十
七 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
特

定
不
活
性
ガ
ス
の
製
造
施
設
に
お
け

る
ガ
ス
の
漏
え
い
を
検
知
し
、
か
つ
、

警
報
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
状
況

を
目
視
及
び
記
録
又
は
図
面
に
よ
り

検
査
し
、
当
該
設
備
の
機
能
を
作
動
試

験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

       二 

前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第

七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
二

号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
完

成
検
査
の
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
う
。 

    

（
三
か
ら
十
一
を
削
る
） 

十
七 

第
七
条
第
一
項

第
十
五
号
の
製
造
施

設
の
ガ
ス
の
漏
え
い

を
検
知
し
、
か
つ
、
警

報
す
る
た
め
の
設
備 

  ２ 
 

製
造
設
備
が
移

動
式
製
造
設
備
で
あ

る
製
造
施
設
の
場
合 

一 

第
七
条
第
一
項
第

一
号
の
引
火
性
又
は

発
火
性
の
物
の
た
い

積
の
状
況 

二 
第
七
条
第
一
項
第

二
号
の
警
戒
標 

      

（
三
か
ら
十
一
） 

十
七 

可
燃
性
ガ
ス
又
は
毒
性
ガ
ス
の
製

造
施
設
に
お
け
る
ガ
ス
の
漏
え
い
を
検

知
し
、
か
つ
、
警
報
す
る
た
め
の
設
備
の

設
置
状
況
を
目
視
及
び
記
録
又
は
図
面

に
よ
り
検
査
し
、
当
該
設
備
の
機
能
を
作

動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。 

       

二 

製
造
施
設
の
警
戒
標
の
掲
示
の
状

況
を
目
視
に
よ
り
検
査
す
る
。 

      （
三
か
ら
十
一
） 

１ 

製
造
設
備
が
定
置
式
製

造
設
備
で
あ
る
製
造
施
設

の
場
合 

一 

第
七
条
第
一
項
第
三

号
の
漏
え
い
ガ
ス
が
滞
留

し
な
い
構
造 

 

検
査
項
目 

   

一 

特
定
不
活
性
ガ
ス
を
冷
媒
ガ
ス

と
す
る
冷
媒
設
備
の
高
圧
部
を
設
置

す
る
室
の
冷
媒
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た

と
き
滞
留
し
な
い
構
造
等
を
目
視
に

よ
り
検
査
し
、
必
要
に
応
じ
図
面
又

は
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

保
安
検
査
の
方
法 



5 
 

 

二 

第
七
条
第
一
項
第
十

五
号
の
製
造
施
設
の
ガ

ス
の
漏
え
い
を
検
知

し
、
か
つ
、
警
報
す
る

た
め
の
設
備 

  

２ 
 

製
造
設
備
が
移
動
式

製
造
設
備
で
あ
る
製
造

施
設
の
場
合 

一 

第
八
条
第
二
号
で
準

用
す
る
第
七
条
第
一
項

第
三
号
の
漏
え
い
ガ
ス

が
滞
留
し
な
い
構
造 

 

検
査
項
目 

二 

特
定
不
活
性
ガ
ス
の
製
造
施
設
に

お
け
る
ガ
ス
の
漏
え
い
を
検
知
し
、
か

つ
、
警
報
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
状

況
を
目
視
及
び
記
録
又
は
図
面
に
よ

り
検
査
し
、
当
該
設
備
の
機
能
を
作
動

試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。 

   一 

特
定
不
活
性
ガ
ス
を
冷
媒
ガ
ス
と

す
る
冷
媒
設
備
の
高
圧
部
を
設
置
す

る
室
の
冷
媒
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と

き
滞
留
し
な
い
構
造
等
を
目
視
に
よ

り
検
査
し
、
必
要
に
応
じ
図
面
又
は
記

録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

保
安
検
査
の
方
法 
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○
容
器
保
安
規
則 

                                       

（
用
語
の
定
義
） 

 

第
二
条 

二
十 

Ｆ
Ｃ
一
類
容
器 
液
化
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三

十
四
ｙ
ｆ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｚ
ｅ
、

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三

十
四
ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
四
百
一
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
一
Ｂ
、
液
化
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
十
五
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
十
二

Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
百
十
八
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
四
百
七
Ｄ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二
又
は
液
化
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
二
を
充
塡
す
る
容
器 

二
十
九 

可
燃
性
ガ
ス 

ア
セ
チ
レ
ン
、
ア
ル
シ
ン
、
ア
ン
モ
ニ
ア
、

一
酸
化
炭
素
、
エ
タ
ン
、
エ
チ
レ
ン
、
塩
化
ビ
ニ
ル
、
ク
ロ
ル
メ

チ
ル
、
酸
化
エ
チ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
、

ジ
シ
ラ
ン
、
ジ
ボ
ラ
ン
、
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
水
素
、
セ
レ
ン
化

水
素
、
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
ブ
タ
ジ
エ
ン
、
ブ
タ
ン
、
ブ
チ
レ

ン
、
プ
ロ
パ
ン
、
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
五
十
二

ａ
、
ホ
ス
フ
ィ
ン
、
メ
タ
ン
、
モ
ノ
ゲ
ル
マ
ン
、
モ
ノ
シ
ラ
ン
、

モ
ノ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
四
ふ
つ
化
エ
チ
レ
ン
、

硫
化
水
素
及
び
そ
の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
該

当
す
る
も
の
（
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
及
び

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｚ
ｅ
を
除
く
。
） 

イ
・
ロ
略 

三
十 

毒
性
ガ
ス 

掲
名
の
ガ
ス
を
略 

及
び
そ
の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
物 

（
液
化
ガ
ス
の
質
量
の
計
算
の
方
法
） 

第
二
十
二
条 

液
化
ガ
ス
の
種
類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定
数 

液
化
ジ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
・
六
七 

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
三
十
二 

 
 
 
 
 
 

一
・
二
四 

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ 

 
 
 
 
 

一
・
一
五 

液
化
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ 

一
・
〇
五 

液
化
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｚ
ｅ 

〇
・
九
六 

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ 

 
 
 
 

〇
・
九
四 

 

現 
 

行 

（
用
語
の
定
義
） 

 

第
二
条 

二
十 

Ｆ
Ｃ
一
類
容
器 

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
液

化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
五
百
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
一
Ａ
、
液
化
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
一
Ｂ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百

十
五
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
十
二
Ａ
、
液
化
フ
ル

オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
百
十
八
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百

七
Ｄ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二
又
は
液
化
フ
ル
オ

ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
二
を
充
て
ん
す
る
容
器 

 
二
十
九 

可
燃
性
ガ
ス 

ア
セ
チ
レ
ン
、
ア
ル
シ
ン
、
ア
ン
モ

ニ
ア
、
一
酸
化
炭
素
、
エ
タ
ン
、
エ
チ
レ
ン
、
塩
化
ビ
ニ
ル
、

ク
ロ
ル
メ
チ
ル
酸
化
エ
チ
レ
ン
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
シ
ク
ロ

プ
ロ
パ
ン
、
ジ
シ
ラ
ン
、
ジ
ボ
ラ
ン
、
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、

水
素
、
セ
レ
ン
化
水
素
、
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
ブ
タ
ジ
エ

ン
、
ブ
タ
ン
、
ブ
チ
レ
ン
、
プ
ロ
パ
ン
、
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
五
十
二
ａ
、
ホ
ス
フ
ィ
ン
、
メ
タ
ン
、

モ
ノ
ゲ
ル
マ
ン
、
モ
ノ
シ
ラ
ン
、
モ
ノ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
メ

チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
四
ふ
つ
化
エ
チ
レ
ン
、
硫
化
水
素
及
び
そ

の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の 

 

イ
・
ロ
略 

三
十 

毒
性
ガ
ス 

掲
名
の
ガ
ス
を
略 

及
び
そ
の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
じ
よ
限
量
が
百
万
分
の
二

百
以
下
の
も
の 

（
液
化
ガ
ス
の
質
量
の
計
算
の
方
法
） 

第
二
十
二
条 

液
化
ガ
ス
の
種
類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定
数 

（
新
設
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

新
設) 

（
新
設
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

新
設) 

（
新
設
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

新
設) 

（
新
設
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

新
設) 

（
新
設
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

新
設) 

（
新
設
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

新
設) 

 

旧 
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○
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
） 

 
 
 
 

「
充
て
ん
」
を
「
充
塡
」
に
改
定
の
関
係
は
省
略
す
る
。 

 
 
 
 

「
の
通
る
」
を
「
が
通
る
」
に
改
定
の
関
係
は
省
略
す
る
。 

 
 
 
 

水
電
解
水
素
発
生
昇
圧
装
置
の
関
係
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
関
係
等
は
省
略
す
る
。 

                                   

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条 

一 

可
燃
性
ガ
ス 

 

掲
名
の
ガ
ス
を
略 

及
び
そ
の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も

の
（
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
及
び
フ
ル
オ
ロ

オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｚ
ｅ
を
除
く
。
） 

イ
・
ロ
略 

二 

毒
性
ガ
ス 

 

掲
名
の
ガ
ス
を
略 

及
び
そ
の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
物 

四 

不
活
性
ガ
ス 

 

掲
名
の
ガ
ス
を
略 

又
は
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
可
燃
性
ガ
ス
を
除
く
。)

 

四
の
二 

特
定
不
活
性
ガ
ス 

不
活
性
ガ
ス
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
も
の 

イ 

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ 

ロ 

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｚ
ｅ 

ハ 

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
三
十
二 

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
五
条 

法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
及
び
同
条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
は
、
次
条
か
ら
第
八
条
の
二
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
六
条 

 

四
十
二 

容
器
置
場
並
び
に
充
塡
容
器
及
び
残
ガ
ス
容
器
（
以
下

「
充
塡
容
器
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
こ
と
。 

ヘ 

可
燃
性
ガ
ス
及
び
特
定
不
活
性
ガ
ス
の
容
器
置
場
は
、
当

該
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
と
き
滞
留
し
な
い
よ
う
な
構
造
と
す

る
こ
と
。 

ヌ 

可
燃
性
ガ
ス
、
特
定
不
活
性
ガ
ス
、
酸
素
及
び
三
フ
ッ
化

窒
素
の
容
器
置
場
に
は
、
そ
の
規
模
に
応
じ
、
適
切
な
消
火
設

備
を
適
切
な
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。 

 

現 
 

行 

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条 

一 

可
燃
性
ガ
ス 

 

掲
名
の
ガ
ス
を
略 

及
び
そ
の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も

の 

イ
・
ロ
略 

 二 

毒
性
ガ
ス 

 

掲
名
の
ガ
ス
を
略 

及
び
そ
の
他
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
じ
よ
限
量
が
百
万
分
の
二
百
以

下
の
も
の 

四 

不
活
性
ガ
ス 

 

掲
名
の
ガ
ス
を
略 

又
は
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
可
燃
性
の
も
の
を
除
く
。)

 

（
新
設
） 

    

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
五
条 

法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
及
び
同
条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
は
、
次
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
六
条 

四
十
二 

容
器
置
場
並
び
に
充
塡
容
器
及
び
残
ガ
ス
容
器
（
以
下

「
充
塡
容
器
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
こ
と
。 

ヘ 

可
燃
性
ガ
ス
の
容
器
置
場
は
、
当
該
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た

と
き
滞
留
し
な
い
よ
う
な
構
造
と
す
る
こ
と
。 

ヌ 

可
燃
性
ガ
ス
、
酸
素
及
び
三
フ
ッ
化
窒
素
の
容
器
置
場
に

は
、
そ
の
規
模
に
応
じ
、
適
切
な
消
火
設
備
を
適
切
な
箇
所
に

設
け
る
こ
と
。 

 

旧 
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２ 
 五 

ガ
ス
設
備
の
修
理
又
は
清
掃
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
修
理

等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
後
の
製
造
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の
な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。 

ロ 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
、
特
定
不
活
性
ガ
ス
又
は
酸
素

の
ガ
ス
設
備
の
修
理
等
を
す
る
と
き
は
、
危
険
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

八 

容
器
置
場
及
び
充
塡
容
器
等
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。 

ロ 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
、
特
定
不
活
性
ガ
ス
及
び
酸
素

の
充
塡
容
器
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
容
器
置
場
に
置
く
こ

と
。 

ニ 

容
器
置
場
（
不
活
性
ガ
ス
（
特
定
不
活
性
ガ
ス
を
除
く
。
）

及
び
空
気
の
も
の
を
除
く
。
）
の
周
囲
二
メ
ー
ト
ル
以
内
に

お
い
て
は
、
火
気
の
使
用
を
禁
じ
、
か
つ
、
引
火
性
又
は
発

火
性
の
物
を
置
か
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
容
器
と
火
気
又
は

引
火
性
若
し
く
は
発
火
性
の
物
の
間
を
有
効
に
遮
る
措
置
を

講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
処
理
能
力
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
第
二
種
製
造
者
に
係
る

技
術
上
の
基
準
） 

第
十
二
条 

一 

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
で
あ
る
製
造
施
設
に
あ
つ
て

は
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
六
号
、
第
九
号
か
ら

第
十
三
号
ま
で
、
第
十
六
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十

二
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
三

号
及
び
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
九
号
の
二
ま
で
の
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。 

（
貯
蔵
の
方
法
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
十
八
条 

法
第
十
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術

上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

貯
槽
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
。 

ロ 

貯
槽
（
不
活
性
ガ
ス
（
特
定
不
活
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
及

び
空
気
の
も
の
を
除
く
。
）
の
周
囲
二
メ
ー
ト
ル
以
内
に
お

い
て
は
、
火
気
の
使
用
を
禁
じ
、
か
つ
、
引
火
性
又
は
発
火

性
の
物
を
置
か
な
い
こ
と
。 

以
下
略 

 

２ 
 五 

ガ
ス
設
備
の
修
理
又
は
清
掃
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
修
理

等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
後
の
製
造
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の
な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。 

ロ 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
ガ
ス
設
備
の
修
理

等
を
す
る
と
き
は
、
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。 

八 

容
器
置
場
及
び
充
塡
容
器
等
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。 

ロ 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
及
び
酸
素
の
充
塡
容
器
等
は
、

そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
容
器
置
場
に
置
く
こ
と
。 

 

ニ 

容
器
置
場
（
不
活
性
ガ
ス
及
び
空
気
の
も
の
を
除
く
。
）

の
周
囲
二
メ
ー
ト
ル
以
内
に
お
い
て
は
、
火
気
の
使
用
を
禁

じ
、
か
つ
、
引
火
性
又
は
発
火
性
の
物
を
置
か
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
容
器
と
火
気
又
は
引
火
性
若
し
く
は
発
火
性
の
物

の
間
を
有
効
に
遮
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

（
処
理
能
力
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
第
二
種
製
造
者
に
係
る

技
術
上
の
基
準
） 

第
十
二
条 

一 

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
で
あ
る
製
造
施
設
に
あ
つ
て

は
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
六
号
、
第
九
号
か
ら

第
十
三
号
ま
で
、
第
十
六
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十

二
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
三

号
及
び
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
の
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。 

（
貯
蔵
の
方
法
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
十
八
条 

法
第
十
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術

上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

貯
槽
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
。 

ロ 

貯
槽
（
不
活
性
ガ
ス
及
び
空
気
の
も
の
を
除
く
。
）
の
周

囲
二
メ
ー
ト
ル
以
内
に
お
い
て
は
、
火
気
の
使
用
を
禁
じ
、

か
つ
、
引
火
性
又
は
発
火
性
の
物
を
置
か
な
い
こ
と
。 

以

下
略 
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ニ 

貯
槽
の
修
理
又
は
清
掃
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
修
理
等
」

と
い
う
。
）
及
び
そ
の
後
の
貯
蔵
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の
な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。 

（
ロ
） 
可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
、
特
定
不
活
性
ガ
ス

又
は
酸
素
の
貯
槽
の
修
理
等
を
す
る
と
き
は
、
危
険
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

容
器
（
高
圧
ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
し

た
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く
。
）
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

ロ 

第
六
条
第
二
項
第
八
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
第
一
種
貯
蔵
所
及
び
第
二
種
貯
蔵
所
以
外
の
場
所
で
充

塡
容
器
等
に
よ
り
特
定
不
活
性
ガ
ス
を
貯
蔵
す
る
場
合
に

は
、
同
号
ロ
及
び
ニ
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。 

ヘ 

一
般
複
合
容
器
等
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
お

い
て
示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
（
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ

つ
て
は
、
容
器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可

能
期
限
年
月
日
を
経
過
し
た
も
の
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
充
塡
可
能
期
限
年

月
を
経
過
し
た
も
の
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
を
製
造
し
た
月
（
そ
の

製
造
過
程
で
行
わ
れ
た
耐
圧
試
験
に
合
格
し
た
月
を
い

う
。
）
の
前
月
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
）

を
高
圧
ガ
ス
の
貯
蔵
に
使
用
し
な
い
こ
と
。 

（
車
両
に
固
定
し
た
容
器
に
よ
る
移
動
に
係
る
技
術
上
の
基
準

等
） 

第
四
十
九
条 

三 

一
般
複
合
容
器
等
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
よ 

り
示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
（
圧
縮
天

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て

は
、
容
器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期

限
年
月
日
を
経
過
し
た
も
の
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を

経
過
し
た
も
の
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
を
製
造
し
た
月
（
そ
の
製
造 

ニ 

貯
槽
の
修
理
又
は
清
掃
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
修
理
等
」

と
い
う
。
）
及
び
そ
の
後
の
貯
蔵
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の
な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。 

（
ロ
） 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
貯
槽
の

修
理
等
を
す
る
と
き
は
、
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

容
器
（
高
圧
ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
し

た
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く
。
）
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

ロ 

第
六
条
第
二
項
第
八
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

    
ヘ 
一
般
複
合
容
器
等
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
お

い
て
示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
（
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ

つ
て
は
、
容
器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可

能
期
限
年
月
日
を
経
過
し
た
も
の
）
を
高
圧
ガ
ス
の
貯
蔵
に

使
用
し
な
い
こ
と
。 

    

 

（
車
両
に
固
定
し
た
容
器
に
よ
る
移
動
に
係
る
技
術
上
の
基
準

等
） 

第
四
十
九
条 

三 

一
般
複
合
容
器
等
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
よ
り

示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
（
圧
縮
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
容
器

保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
日

を
経
過
し
た
も
の
）
を
高
圧
ガ
ス
の
移
動
に
使
用
し
な
い
こ

と
。 
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                       *                 

過
程
で
行
わ
れ
た
耐
圧
試
験
に
合
格
し
た
月
を
い
う
。
）
の
前

月
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
）
を
高
圧
ガ
ス
の

移
動
に
使
用
し
な
い
こ
と
。 

十
一 

液
化
ガ
ス
の
う
ち
、
可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
、
特
定
不

活
性
ガ
ス
又
は
酸
素
充
塡
容
器
等
に
は
、
ガ
ラ
ス
等
損
傷
し
や

す
い
材
料
を
用
い
た
液
面
計
を
使
用
し
な
い
こ
と
。 

十
四 

可
燃
性
ガ
ス
、
特
定
不
活
性
ガ
ス
、
酸
素
又
は
三
フ
ッ
化

窒
素
を
移
動
す
る
と
き
は
、
消
火
設
備
並
び
に
災
害
発
生
防
止

の
た
め
の
応
急
措
置
に
必
要
な
資
材
及
び
工
具
等
を
携
行
す

る
こ
と
。 

二
十
一 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
、
特
定
不
活
性
ガ
ス
又
は
酸

素
の
高
圧
ガ
ス
を
移
動
す
る
と
き
は
、
当
該
高
圧
ガ
ス
の
名

称
、
性
状
及
び
移
動
中
の
災
害
防
止
の
た
め
に
必
要
な
注
意
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
運
転
者
に
交
付
し
、
移
動
中
携
帯
さ

せ
、
こ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
。 

（
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
移
動
に
係
る
技
術
上
の
基
準
等
） 

第
五
十
条 

一 

充
塡
容
器
等
を
車
両
に
積
載
し
て
移
動
す
る
と
き
（
容
器
の

内
容
積
が
二
十
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
充
塡
容
器
等
（
毒
性

ガ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
み
を
積
載
し
た
車
両
で
あ
つ

て
、
当
該
積
載
容
器
の
内
容
積
の
合
計
が
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下

で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
車
両
の
見
や
す
い
箇
所
に

警
戒
標
を
掲
げ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
み
を

積
載
し
た
車
両
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

一
般
複
合
容
器
等
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
よ
り

示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
（
圧
縮
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
容
器

保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
第
十
号
自
の
充
塡
可
能
期
限
年
月

日
を
経
過
し
た
も
の
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も

の
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ

つ
て
は
、
こ
れ
を
製
造
し
た
月
（
そ
の
製
造
過
程
で
行
わ
れ
た

耐
圧
試
験
に
合
格
し
た
月
を
い
う
。
）
の
前
月
か
ら
起
算
し
て

十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
）
を
高
圧
ガ
ス
の
移
動
に
使
用
し
な

い
こ
と
。 

八 

可
燃
性
ガ
ス
、
特
定
不
活
性
ガ
ス
、
酸
素
又
は
三
フ
ッ
化

窒
素
の
充
塡
容
器
等
を
車
両
に
積
載
し
て
移
動
す
る
と
き 

   

十
一 

液
化
ガ
ス
の
う
ち
、
可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
酸
素

充
塡
容
器
等
に
は
、
ガ
ラ
ス
等
損
傷
し
や
す
い
材
料
を
用
い
た

液
面
計
を
使
用
し
な
い
こ
と
。 

十
四 

可
燃
性
ガ
ス
、
酸
素
又
は
三
フ
ッ
化
窒
素
を
十
移
動
す
る

と
き
は
、
消
火
設
備
並
び
に
災
害
発
生
防
止
の
た
め
の
応
急
措

置
に
必
要
な
資
材
及
び
工
具
等
を
携
行
す
る
こ
と
。 

 

二
十
一 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
酸
素
の
高
圧
ガ
ス
を
移

動
す
る
と
き
は
、
当
該
高
圧
ガ
ス
の
名
称
、
性
状
及
び
移
動
中

の
災
害
防
止
の
た
め
に
必
要
な
注
意
事
項
を
記
載
し
た
書
面

を
運
転
者
に
交
付
し
、
移
動
中
携
帯
さ
せ
、
こ
れ
を
遵
守
さ
せ

る
こ
と
。 

（
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
移
動
に
係
る
技
術
上
の
基
準
等
） 

第
五
十
条 

一 

充
て
ん
容
器
等
を
車
両
に
積
載
し
て
移
動
す
る
と
き
（
容
器

の
内
容
積
が
二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
充
て
ん
容
器
等
（
毒

性
ガ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
み
を
積
載
し
た
車
両
で
あ

つ
て
、
当
該
積
載
容
器
の
内
容
積
の
合
計
が
四
十
リ
ッ
ト
ル
以

下
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
車
両
の
見
や
す
い
箇
所

に
警
戒
標
を
掲
げ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
み

を
積
載
し
た
車
両
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

一
般
複
合
容
器
等
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
よ
り

示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
（
圧
縮
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
容
器

保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
第
十
号
自
の
充
塡
可
能
期
限
年
月

日
を
経
過
し
た
も
の
）
を
高
圧
ガ
ス
の
移
動
に
使
用
し
な
い
こ

と
。 

     

八 

可
燃
性
ガ
ス
、
酸
素
又
は
三
フ
ッ
化
窒
素
の
充
塡
容
器
等

を
車
両
に
積
載
し
て
移
動
す
る
と
き
は
、
消
火
設
備
並
び
に 
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は
、
消
火
設
備
並
び
に
災
害
発
生
防
止
の
た
め
の
応
急
措
置
に

必
要
な
資
材
及
び
工
具
等
を
携
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
容
器

の
内
容
積
が
二
十
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
充
塡
容
器
等
の

み
を
積
載
し
た
車
両
で
あ
つ
て
、
当
該
積
載
容
器
の
内
容
積
の

合
計
が
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

十
一 

充
塡
容
器
等
を
車
両
に
積
載
し
て
移
動
す
る
場
合
に
お

い
て
、
駐
車
す
る
と
き
は
、
当
該
充
塡
容
器
等
の
積
み
卸
し
を

行
う
と
き
を
除
き
、
第
一
種
保
安
物
件
の
近
辺
及
び
第
二
種
保

安
物
件
が
密
集
す
る
地
域
を
避
け
る
と
と
も
に
、
交
通
量
が
少

な
い
安
全
な
場
所
を
選
び
、
か
つ
、
移
動
監
視
者
又
は
運
転
者

は
食
事
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
車
両
を
離

れ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
容
器
の
内
容
積
が
二
十
五
リ
ッ
ト
ル

以
下
で
あ
る
充
塡
容
器
等
（
毒
性
ガ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
み
を
積
載
し
た
車
両
で
あ
つ
て
、
当
該
積
載
容
器
の
内
容
積

の
合
計
が
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

十
三 

前
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
高
圧
ガ
ス
を
移

動
す
る
と
き
（
当
該
容
器
を
車
両
に
積
載
し
て
移
動
す
る
と
き

に
限
る
。
）
は
、
同
号
の
基
準
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
容
器

の
内
容
積
が
二
十
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
充
塡
容
器
等
（
毒

性
ガ
ス
に
係
る
も
の
を
除
き
、
高
圧
ガ
ス
移
動
時
の
注
意
事
項

を
示
し
た
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
み

を
積
載
し
た
車
両
で
あ
つ
て
、
当
該
積
載
容
器
の
内
容
積
の
合

計
が
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い 

（
廃
棄
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
従
う
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
指
定
） 

第
六
十
一
条 

法
第
二
十
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧

ガ
ス
は
、
可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
、
特
定
不
活
性
ガ
ス
及
び
酸

素
と
す
る
。 

（
廃
棄
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
六
十
二
条 

法
第
二
十
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術

上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

二 

可
燃
性
ガ
ス
又
は
特
定
不
活
性
ガ
ス
の
廃
棄
は
、
火
気
を
取

り
扱
う
場
所
又
は
引
火
性
若
し
く
は
発
火
性
の
物
を
た
い
積

し
た
場
所
及
び
そ
の
付
近
を
避
け
、
か
つ
、
大
気
中
に
放
出
し

て
廃
棄
す
る
と
き
は
、
通
風
の
良
い
場
所
で
少
量
ず
つ
放
出
す

る
こ
と
。 

  

災
害
発
生
防
止
の
た
め
の
応
急
措
置
に
必
要
な
資
材
及
び
具
等

を
携
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
容
器
の
内
容
積
が
二
十
リ
ッ
ト

ル
以
下
で
あ
る
充
塡
容
器
等
の
み
を
積
載
し
た
車
両
で
あ
つ

て
、
当
該
積
載
容
器
の
内
容
積
の
合
計
が
四
十
リ
ッ
ト
ル
以
下

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

十
一 

充
て
ん
容
器
等
を
車
両
に
積
載
し
て
移
動
す
る
場
合
に
お

い
て
、
駐
車
す
る
と
き
は
、
当
該
充
て
ん
容
器
等
の
積
み
卸
し
を

行
う
と
き
を
除
き
、
第
一
種
保
安
物
件
の
近
辺
及
び
第
二
種
保
安

物
件
が
密
集
す
る
地
域
を
避
け
る
と
と
も
に
、
交
通
量
が
少
な
い

安
全
な
場
所
を
選
び
、
か
つ
、
移
動
監
視
者
又
は
運
転
者
は
食
事

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
車
両
を
離
れ
な
い
こ

と
。
た
だ
し
、
容
器
の
内
容
積
が
二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
充

て
ん
容
器
等
（
毒
性
ガ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
み
を
積
載

し
た
車
両
で
あ
つ
て
、
当
該
積
載
容
器
の
内
容
積
の
合
計
が
四
十

リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

十
三 

前
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
高
圧
ガ
ス
を
移
動

す
る
と
き
（
当
該
容
器
を
車
両
に
積
載
し
て
移
動
す
る
と
き
に
限

る
。
）
は
、
同
号
の
基
準
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
の
内
容

積
が
二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
充
て
ん
容
器
等
（
毒
性
ガ
ス
に

係
る
も
の
を
除
き
、
高
圧
ガ
ス
移
動
時
の
注
意
事
項
を
示
し
た
ラ

ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
み
を
積
載
し
た
車

両
で
あ
つ
て
、
当
該
積
載
容
器
の
内
容
積
の
合
計
が
四
十
リ
ッ
ト

ル
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い 

 

（
廃
棄
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
従
う
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
指
定
） 

第
六
十
一
条 

法
第
二
十
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ

ス
は
、
可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
及
び
酸
素
と
す
る
。 

 

（
廃
棄
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
六
十
二
条 

法
第
二
十
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

二 

可
燃
性
ガ
ス
の
廃
棄
は
、
火
気
を
取
り
扱
う
場
所
又
は
引
火
性

若
し
く
は
発
火
性
の
物
を
た
い
積
し
た
場
所
及
び
そ
の
付
近
を

避
け
、
か
つ
、
大
気
中
に
放
出
し
て
廃
棄
す
る
と
き
は
、
通
風
の

良
い
場
所
で
少
量
ず
つ
す
る
こ
と
。 
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四 

可
燃
性
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
又
は
特
定
不
活
性
ガ
ス
を
継
続
か
つ
反

復
し
て
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該
ガ
ス
の
滞
留
を
検
知
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
て
す
る
こ
と
。 

（
販
売
主
任
者
の
選
任
等
） 

第
七
十
二
条 

２ 

販
売
所
の
区
分 

 
 
 
 
 
 
 

ガ
ス
の
種
類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酸
素 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

（
燃
焼
性
の
基
準
） 

第
百
一
条 

令
第
三
条
表
第
一
号
上
欄
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
燃

焼
性
の
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

イ 

爆
発
限
界
の
下
限
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の 

ロ 

爆
発
限
界
の
上
限
と
下
限
の
差
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

も
の 

二 

ガ
ス
と
着
火
源
と
の
接
触
を
維
持
し
な
い
限
り
火
炎
が
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
。 

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
ガ
ス
処
理
容
積
の
算
定
方
法
） 

第
百
二
条 

令
第
三
条
表
第
二
号
下
欄
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
値

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る 

（
略
） 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｔ
及
び
Ｓ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の

と
す
る
。 

Ｔ 
 

令
第
三
条
表
第
二
号
下
欄
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
値
（
単

位 

立
方
メ
ー
ト
ル
） 

Ｓ 
 

当
該
事
業
所
に
お
け
る
令
第
三
条
表
第
一
号
で
規
定
す
る
第
一

種
ガ
ス
に
係
る
圧
縮
、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
ガ
ス
の
容
積
（
単
位 

立
方
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
つ
て
、
零
立
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の 

  

四 

可
燃
性
ガ
ス
又
は
毒
性
ガ
ス
を
継
続
か
つ
反
復
し
て
廃
棄

す
る
と
き
は
、
当
該
ガ
ス
の
滞
留
を
検
知
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
て
す
る
こ
と
。 

販
売
主
任
者
の
選
任
等
） 

第
七
十
二
条 

２ 

販
売
所
の
区
分 

 
 
 
 
 
 

ガ
ス
の
種
類 

酸
素
の
販
売
所 

 
 
 
 
 
 
 

酸
素 

         

（
新
設
） 

     

 

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
ガ
ス
処
理
容
積
の
算
定
方
法
） 

第
百
一
条 

令
第
三
条
表
第
二
項
下
欄
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る 

（
略
） 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｔ
及
び
Ｓ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。 

Ｔ 
 

令
第
三
条
表
第
二
項
下
欄
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
値

（
単
位 

立
方
メ
ー
ト
ル
） 

Ｓ 
 

当
該
事
業
所
に
お
け
る
令
第
三
条
表
第
一
項
で
規
定
す
る

第
一
種
ガ
ス
に
係
る
圧
縮
、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
ガ
ス
の
容
積
（
単
位 

立
方
メ
ー
ト
ル
）
で
あ

つ
て
、
零
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
る
も
の 

 

酸
素
（
ス
ク
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
呼
吸

用
の
ガ
ス
で
あ
つ
て
、
当
該
ガ
ス
中

の
酸
素
の
容
量
が
全
容
量
の
四
十

パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
を
除

く
。
）
の
販
売
所 
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（
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
貯
蔵
容
積
の
算
定
方
法
） 

第
百
三
条 
令
第
三
条
表
第
二
号
下
欄
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
略
） 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｎ
及
び
Ｍ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。 

Ｎ 

令
第
五
条
表
第
三
号
下
欄
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
値

（
単
位 

立
方
メ
ー
ト
ル
） 

Ｍ 

当
該
貯
蔵
所
に
お
け
る
令
第
五
条
表
第
一
号
の
第
一
種
ガ
ス

に
係
る
貯
蔵
設
備
に
貯
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
る
ガ
ス
の
容
積

（
単
位 

立
方
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
つ
て
、
零
立
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
三
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の 

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
） 

第
百
四
条
（
略
） 

（
第
一
種
貯
蔵
所
に
係
る
貯
蔵
容
積
の
算
定
方
法
） 

第
百
二
条 

令
第
三
条
表
第
二
項
下
欄
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
略
） 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｎ
及
び
Ｍ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。 

Ｎ 

令
第
五
条
表
第
三
項
下
欄
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
値

（
単
位 

立
方
メ
ー
ト
ル
） 

Ｍ 

当
該
貯
蔵
所
に
お
け
る
令
第
五
条
表
第
一
項
の
第
一
種
ガ

ス
に
係
る
貯
蔵
設
備
に
貯
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
る
ガ
ス
の
容

積
（
単
位 

立
方
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
つ
て
、
零
立
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
三
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の 

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
） 

第
百
三
条
（
略
） 
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○
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
関
係
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
三
十
九
号
） 

                                

第
二
条 

令
第
二
条
第
三
項
第
七
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

も
の
は
、
冷
凍
設
備
か
ら
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
を
回
収
す
る
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
回
収
装
置
（
当
該
回
収
装
置
に
接
合
さ
れ
た

容
器
（
以
下
「
接
合
容
器
」
と
い
う
。
）
又
は
取
り
付
け
ら
れ

た
着
脱
可
能
な
容
器
（
以
下
「
着
脱
容
器
」
と
い
う
。
）
及
び

そ
の
附
属
品
を
含
む
。
以
下
「
回
収
装
置
」
と
い
う
。
）
で
あ

っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
回
収
装
置
内
の
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
不
活
性
ガ
ス
（
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則

第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
不
活
性
ガ
ス
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

一 

回
収
装
置
の
容
器
及
び
そ
の
附
属
品
が
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

回
収
さ
れ
た
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
は
、
内
容
積
の
合
計

が
百
二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
回
収
装
置
の
接
合
容
器
又
は

着
脱
容
器
に
貯
蔵
さ
れ
る
こ
と
。 

  

ロ 

着
脱
容
器
及
び
そ
の
附
属
品
（
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン

千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
、
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三

十
四
ｚ
ｅ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
二
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
三
十
二
、
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
又
は
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

五
百
七
Ａ
を
入
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
積
一
リ
ッ
ト

ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
は
、
容
器
保
安
規
則
（
昭
和

四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
。 

四 

回
収
装
置
の
安
全
機
構
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

現 
 

行 

 

第
二
条 

令
第
二
条
第
三
項
第
六
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

も
の
は
、
冷
凍
設
備
か
ら
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
を
回
収
す
る
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
回
収
装
置
（
当
該
回
収
装
置
に
接
合
さ
れ
た

容
器
（
以
下
「
接
合
容
器
」
と
い
う
。
）
又
は
取
り
付
け
ら
れ

た
着
脱
可
能
な
容
器
（
以
下
「
着
脱
容
器
」
と
い
う
。
）
及
び

そ
の
附
属
品
を
含
む
。
以
下
「
回
収
装
置
」
と
い
う
。
）
で
あ

っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
回
収
装
置
内
の
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
不
活
性
の
も
の
及
び
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ

ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

 
一 

回
収
装
置
の
容
器
及
び
そ
の
附
属
品
が
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

回
収
さ
れ
た
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
は
、
内
容
積
の
合
計

が
百
二
十
リ
ッ
ト
ル
（
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三

十
四
ｙ
ｆ
に
あ
っ
て
は
、
四
十
五
リ
ッ
ト
ル
。
）
以
下
の

回
収
装
置
の
接
合
容
器
又
は
着
脱
容
器
に
貯
蔵
さ
れ
る
こ

と
。 

ロ 

着
脱
容
器
及
び
そ
の
附
属
品
（
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十

二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

百
三
十
四
ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
フ
ル
オ

ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ

又
は
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
を
入
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
積
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
を

除
く
。
）
は
、
容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産

業
省
令
第
五
十
号
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

  

四 

回
収
装
置
の
安
全
機
構
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

旧 
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ロ 

接
合
容
器
（
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
、

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｚ
ｅ
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
三
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
フ
ル

オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ

又
は
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ
を
入
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
内
容
積
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
は
安
全

弁
（
溶
栓
を
含
む
。
）
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
接
合
容

器
と
回
収
装
置
本
体
と
の
間
に
バ
ル
ブ
等
圧
力
を
遮
断
す
る

も
の
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ヘ 

回
収
装
置
の
う
ち
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
二
条
第
一

項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
不
活
性
ガ
ス
（
以
下
単
に

「
特
定
不
活
性
ガ
ス
」
と
い
う
。
）
を
回
収
す
る
も
の
（
以

下
「
特
定
不
活
性
ガ
ス
回
収
装
置
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て

は
、
当
該
装
置
に
生
ず
る
静
電
気
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。 

（
削
る
） 

  

ト 

イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
ほ
か
、
誤
操
作
を
行
っ
た
場
合

で
も
、
安
全
装
置
等
に
よ
り
危
険
状
態
に
な
ら
な
い
機
構
を

有
す
る
こ
と
。 

五 

回
収
装
置
の
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

ホ 

回
収
装
置
（
特
定
不
活
性
ガ
ス
回
収
装
置
を
除
く
。
）
本

体
（
分
割
で
き
る
構
造
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
分
割
さ
れ
る

部
分
ご
と
）
の
バ
ル
ブ
、
配
管
、
ガ
ラ
ス
等
の
耐
圧
部
分
及

び
接
合
容
器
は
、
外
力
に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
カ

バ
ー
等
で
囲
ま
れ
た
構
造
又
は
こ
れ
と
同
等
の
構
造
で
あ
る

こ
と
。 

ト 

特
定
不
活
性
ガ
ス
回
収
装
置
に
あ
っ
て
は
、
底
部
を
除
き

装
置
全
体
を
カ
バ
ー
等
で
囲
ま
れ
た
構
造
（
特
定
不
活
性
ガ

ス
回
収
装
置
の
本
体
、
接
合
容
器
又
は
着
脱
容
器
及
び
そ
の

附
属
品
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
カ
バ
ー

等
の
表
面
積
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の

開
口
部
が
、
そ
の
側
面
の
二
方
向
に
設
け
ら
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
と
し
、
外
力
に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、

内
部
を
十
分
に
換
気
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

 

ロ 

接
合
容
器
（
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
二
十
二
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百

七
Ｃ
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ
又
は
フ
ル
オ
ロ
オ

レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
を
入
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
内
容
積
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
は
安

全
弁
（
溶
栓
を
含
む
。
）
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
接

合
容
器
と
回
収
装
置
本
体
と
の
間
に
バ
ル
ブ
等
圧
力
を
遮

断
す
る
も
の
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 ヘ 

回
収
装
置
の
う
ち
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十

四
ｙ
ｆ
を
回
収
す
る
も
の
（
以
下
「
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ

ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
回
収
装
置
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ

て
は
、
当
該
装
置
に
生
ず
る
静
電
気
を
除
去
す
る
た
め
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 ト 

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
回
収
装
置

に
あ
っ
て
は
、
停
止
後
、
速
や
か
に
接
合
容
器
又
は
着
脱

容
器
と
の
間
を
遮
断
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

チ 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
ほ
か
、
誤
操
作
を
行
っ
た
場

合
で
も
、
安
全
装
置
等
に
よ
り
危
険
状
態
に
な
ら
な
い
機

構
を
有
す
る
こ
と
。 

五 

回
収
装
置
の
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

ホ 

回
収
装
置
（
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ

ｆ
回
収
装
置
を
除
く
。
）
本
体
（
分
割
で
き
る
構
造
の
も

の
に
あ
っ
て
は
、
分
割
さ
れ
る
部
分
ご
と
）
の
バ
ル
ブ
、

配
管
、
ガ
ラ
ス
等
の
耐
圧
部
分
及
び
接
合
容
器
は
、
外
力

に
よ
る
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
カ
バ
ー
等
で
囲
ま
れ
た

構
造
又
は
こ
れ
と
同
等
の
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

ト 

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
回
収
装
置

に
あ
っ
て
は
、
底
部
を
除
き
装
置
全
体
を
カ
バ
ー
等
で
囲

ま
れ
た
構
造
と
し
、
当
該
カ
バ
ー
等
の
表
面
積
の
二
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の
開
口
部
を
、
そ
の
側

面
の
二
方
向
に
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
外
力
に
よ
る
損
傷

を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
内
部
を
十
分
に
換
気
で
き
る
構

造
で
あ
る
こ
と
。 
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チ 

特
定
不
活
性
ガ
ス
回
収
装
置
に
あ
っ
て
は
、
運
転
中
に
凝

縮
器
等
の
冷
却
フ
ァ
ン
が
常
時
作
動
す
る
構
造
で
あ
る
こ

と
。 

リ 

特
定
不
活
性
ガ
ス
回
収
装
置
に
あ
っ
て
は
、
電
気
設
備
が

着
火
源
と
な
ら
な
い
よ
う
、
カ
バ
ー
等
で
囲
ま
れ
た
構
造
又

は
こ
れ
と
同
等
の
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

 七 

回
収
装
置
（
特
定
不
活
性
ガ
ス
回
収
装
置
を
除
く
。
）
本
体
（
分

割
で
き
る
構
造
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
分
割
さ
れ
た
部
分
の
う
ち

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
が
通
る
部
分
の
位
置
）
の
見
易
い
箇
所
に
明

瞭
に
、
か
つ
、
容
易
に
消
え
な
い
方
法
に
よ
り
、
「
高
圧
ガ
ス
取

扱
装
置
」
と
の
警
戒
標
及
び
次
の
事
項
が
表
示
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

八 

特
定
不
活
性
ガ
ス
回
収
装
置
本
体
（
分
割
で
き
る
構
造
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
分
割
さ
れ
た
部
分
の
う
ち
特
定
不
活
性
ガ
ス
が
通

る
部
分
の
位
置
）
の
見
易
い
箇
所
に
明
瞭
に
、
か
つ
、
容
易
に
消

え
な
い
方
法
に
よ
り
、「
特
定
不
活
性
ガ
ス
高
圧
ガ
ス
取
扱
装
置
」

と
の
警
戒
標
及
び
次
の
事
項
が
表
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
特
定
不
活
性
ガ
ス
回
収
装
置
の
接
合
容
器
又
は
着
脱
容

器
の
内
容
積
の
合
計
が
四
十
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
場
合
に
は
、
リ

７
に
規
定
す
る
事
項
の
表
示
は
要
し
な
い
。 

リ 

取
扱
い
上
の
注
意 

７ 

使
用
す
る
と
き
は
、
ガ
ス
漏
え
い
検
知
警
報
設
備
を
適

切
な
箇
所
に
設
け
る
こ
と 

８ 

使
用
し
て
い
な
い
と
き
は
、
接
合
容
器
又
は
着
脱
容
器

の
バ
ル
ブ
を
確
実
に
閉
じ
る
こ
と 

９ 

雨
等
で
ぬ
ら
さ
な
い
こ
と 

10 

粗
暴
な
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と 

11 

そ
の
他
の
取
扱
い
上
の
注
意 

九 

ロ 

回
収
装
置
本
体
の
う
ち
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
が
通
る
部
分

が
分
割
で
き
る
構
造
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
「
高
圧
ガ
ス
取

扱
装
置
」
（
特
定
不
活
性
ガ
ス
回
収
装
置
に
あ
っ
て
は
、
「
特

定
不
活
性
ガ
ス
高
圧
ガ
ス
取
扱
装
置
」
）
と
の
警
戒
標 

 

チ 

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
回
収
装
置

に
あ
っ
て
は
、
運
転
中
に
凝
縮
器
等
の
冷
却
フ
ァ
ン
が
常

時
作
動
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

リ 

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
回
収
装
置

に
あ
っ
て
は
、
電
気
設
備
が
着
火
源
と
な
ら
な
い
よ
う
、

カ
バ
ー
等
で
囲
ま
れ
た
構
造
又
は
こ
れ
と
同
等
の
構
造
で

あ
る
こ
と
。 

七 

回
収
装
置
（
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
回

収
装
置
を
除
く
。
）
本
体
（
分
割
で
き
る
構
造
の
も
の
に
あ
っ

て
は
、
分
割
さ
れ
た
部
分
の
う
ち
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
が
通
る

部
分
の
位
置
）
の
見
易
い
箇
所
に
明
瞭
に
、
か
つ
、
容
易
に
消

え
な
い
方
法
に
よ
り
、
「
高
圧
ガ
ス
取
扱
装
置
」
と
の
警
戒
標

及
び
次
の
事
項
が
表
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

八 

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
回
収
装
置
本

体
（
分
割
で
き
る
構
造
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
分
割
さ
れ
た
部

分
の
う
ち
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
が
通

る
部
分
の
位
置
）
の
見
易
い
箇
所
に
明
瞭
に
、
か
つ
、
容
易
に

消
え
な
い
方
法
に
よ
り
、
「
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三

十
四
ｙ
ｆ
高
圧
ガ
ス
取
扱
装
置
」
と
の
警
戒
標
及
び
次
の
事
項

が
表
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

リ 

取
扱
い
上
の
注
意 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

７ 

雨
等
で
ぬ
ら
さ
な
い
こ
と 

８ 

粗
暴
な
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と 

９ 

そ
の
他
の
取
扱
い
上
の
注
意 

九 

ロ 

回
収
装
置
本
体
の
う
ち
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
が
通
る
部

分
が
分
割
で
き
る
構
造
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
「
高
圧
ガ

ス
取
扱
装
置
」
（
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四

ｙ
ｆ
回
収
装
置
に
あ
っ
て
は
、
「
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン

千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
高
圧
ガ
ス
取
扱
装
置
」
）
と
の
警
戒

標 
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第
四
条 

令
第
二
条
第
三
項
第
八
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

二 

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
容
器
に
充
塡
さ
れ
た
液
化

フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
、
液
化
フ
ル
オ

ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二
、
液

化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
又
は

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

ロ 

充
塡
さ
れ
た
ガ
ス
の
質
量
百
グ
ラ
ム
に
つ
き
、
液
化
フ

ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
の
容
器
に
あ
っ

て
は
内
容
積
百
十
二
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
液
化

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
の
容
器
に
あ
っ
て
は
内
容
積
九

十
二
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
二
十
二
の
容
器
に
あ
っ
て
は
内
容
積
百
三
立
方
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四

ａ
の
容
器
に
あ
っ
て
は
内
容
積
百
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
の
容
器
に

あ
っ
て
は
内
容
積
百
二
十
四
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
の
容
器
に
あ
っ

て
は
内
容
積
百
十
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
液
化
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ
の
容
器
に
あ
っ
て
は
内
容
積

百
二
十
四
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

ハ 

液
化
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
の
容

器
に
あ
っ
て
は
、
一
・
八
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
圧
力
を

加
え
た
と
き
変
形
せ
ず
、
か
つ
、
二
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

以
上
の
圧
力
を
加
え
た
と
き
破
裂
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

ニ
～
リ
（
略
） 

ヌ 

充
塡
す
る
容
器
は
、
本
号
に
適
合
す
る
液
化
フ
ル
オ
ロ

オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ
ｆ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
十
二
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二
、
液
化
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ

ン
四
百
四
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
若
し

く
は
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ
又
は
次
号
に
適

合
す
る
液
化
ガ
ス
の
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

 

第
四
条 

令
第
二
条
第
三
項
第
八
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

二 

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
容
器
に
充
て
ん
さ
れ
た
液

化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十

二
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
又

は
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

ロ 

充
て
ん
さ
れ
た
ガ
ス
の
質
量
百
グ
ラ
ム
に
つ
き
、
液
化

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
の
容
器
に
あ
っ
て
は
内
容
積
九

十
二
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
二
十
二
の
容
器
に
あ
っ
て
は
内
容
積
百
三
立
方
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四

ａ
の
容
器
に
あ
っ
て
は
内
容
積
百
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
の
容
器
に

あ
っ
て
は
内
容
積
百
二
十
四
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
の
容
器
に
あ
っ

て
は
内
容
積
百
十
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
液
化
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ
の
容
器
に
あ
っ
て
は
内
容
積

百
二
十
四
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

  

 

（
新
設
） 

    

ハ
～
チ
（
略
） 

リ 

充
て
ん
す
る
容
器
は
、
本
号
に
適
合
す
る
液
化
フ
ル
オ

ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二
、

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七

Ｃ
若
し
く
は
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ
又
は
次

号
に
適
合
す
る
液
化
ガ
ス
の
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ

と
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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三 
イ 

１ 
 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働

大
臣
の
承
認
を
得
た
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品 

２ 
 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
定

め
る
化
粧
品
の
う
ち
、
水
が
全
質
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
で
、
か
つ
、
噴
射
剤
が
全
質
量
の
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
で
あ
っ
て
、
内
容
物
を
あ
わ
状
又
は
ね
り
状
に

噴
出
す
る
も
の 

ト 

充
塡
す
る
容
器
は
、
本
号
に
規
定
す
る
液
化
ガ
ス
又
は

前
号
に
適
合
す
る
液
化
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三

十
四
ｙ
ｆ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
液
化
フ
ル

オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二
十
二
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三

十
四
ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
液
化
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
若
し
く
は
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ
の
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

チ 

エ
ア
ゾ
ー
ル
以
外
の
液
化
ガ
ス
に
あ
っ
て
は
、
次
の
表

の
上
欄
の
容
器
の
種
類
に
応
じ
て 

以
下
略 

 

三 

イ 

１ 

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十

四
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
得
た
医
薬

品
又
は
医
薬
部
外
品 

 

２ 

薬
事
法
第
二
条
第
三
項
に
定
め
る
化
粧
品
の
う
ち
、
水

が
全
質
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
、
か
つ
、
噴
射
剤

が
全
質
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
っ
て
、
内
容
物
を

あ
わ
状
又
は
ね
り
状
に
噴
出
す
る
も
の 

  ト 

充
塡
す
る
容
器
は
、
本
号
に
規
定
す
る
液
化
ガ
ス
又
は
前
号

に
適
合
す
る
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
液
化
フ
ル
オ
ロ

カ
ー
ボ
ン
二
十
二
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ

ン
四
百
七
Ｃ
若
し
く
は
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
七
Ａ
の

容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

チ 

エ
ア
ゾ
ー
ル
以
外
の
液
化
ガ
ス
に
あ
っ
て
は
、
次
の
表
の
上

欄
の
容
器
の
種
類
に
応
じ
て 
以
下
略 

 

燃
料
容
器
以
外

の
容
器
で
あ
っ

て
可
燃
性
ガ
ス

以

外

の

ガ

ス

（
特
定
不
活
性

ガ
ス
除
く
。
）

を
充
塡
し
た
も

の 

容
器
の
種
類 

高

温

に

注

意 

甲 

表
示
す
べ
き
事
項 

高
圧
ガ
ス
を
使
用
し
て
お
り
危
険

な
た
め
、
下
記
の
注
意
を
守
る
こ

と
。 

一 

高
温
に
す
る
と
破
裂
の
危
険
が

あ
る
た
め
、
直
射
日
光
の
当
た
る

所
や
火
気
等
の
近
く
な
ど
温
度
が

四
十
度
以
上
と
な
る
所
に
置
か
な

い
こ
と
。 

二 

火
の
中
に
入
れ
な
い
こ
と
。 

三 

使
い
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
。 

高
圧
ガ
ス
：
使
用
す
る
ガ
ス
の
種

類 

        

乙 

  

燃
料
容
器
以
外

の
容
器
で
あ
っ

て
可
燃
性
ガ
ス

以
外
の
ガ
ス
を

充
塡
し
た
も
の 

 

容
器
の
種
類 

高

温

に

注

意 

甲 

表
示
す
べ
き
事
項 

高
圧
ガ
ス
を
使
用
し
て
お
り
危
険
な

た
め
、
下
記
の
注
意
を
守
る
こ
と
。 

一 

高
温
に
す
る
と
破
裂
の
危
険
が
あ

る
た
め
、
直
射
日
光
の
当
た
る
所
や
火

気
等
の
近
く
な
ど
温
度
が
四
十
度
以

上
と
な
る
所
に
置
か
な
い
こ
と
。 

二 

火
の
中
に
入
れ
な
い
こ
と
。 

三 

使
い
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
。 

高
圧
ガ
ス
：
使
用
す
る
ガ
ス
の
種
類 

        

乙 
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燃
料
容
器
以

外
の
容
器
で

あ
っ
て
特
定

不
活
性
ガ
ス

を
充
塡
し
た

も
の 

 

高

温

に

注

意 

 

高
圧
ガ
ス
を
使
用
し
て
お
り
危
険

な
た
め
、
下
記
の
注
意
を
守
る
こ

と
。 

一 

炎
や
火
気
の
近
く
で
は
注
意

し
て
使
用
す
る
こ
と
。 

二 

火
気
を
使
用
し
て
い
る
室
内

で
大
量
に
使
用
し
な
い
こ
と
。 

三 

高
温
に
す
る
と
破
裂
の
危
険

が
あ
る
た
め
、
直
射
日
光
の
当
た

る
所
や
火
気
等
の
近
く
な
ど
温

度
が
四
十
度
以
上
と
な
る
所
に

置
か
な
い
こ
と
。 

四 

火
の
中
に
入
れ
な
い
こ
と
。 

五 

使
い
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
。 

高
圧
ガ
ス
：
使
用
す
る
ガ
ス
の
種
類 

 

 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

使

用

中

噴

射

剤

が

噴

出

す

る

構

造

の

も
の 

 

エ

ア

ゾ

ー

ル

の

容

器

 

火
炎
長
試
験
に

よ
る
火
炎
が
認

め
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
噴
射
剤

と
し
て
可
燃
性

ガ
ス
を
使
用
し

な
い
も
の
（
特

定
不
活
性
ガ
ス

を
使
用
し
て
い

る

も

の

を

除

く
。
） 

 

エ
ア
ゾ
ー
ル
の

種
類 

高

温

に

注

意 

 

甲 

表
示
す
べ
き
事
項 

高
圧
ガ
ス
を
使
用
し
て
お

り
危
険
な
た
め
、
下
記
の
注

意
を
守
る
こ
と
。 

一 

高
温
に
す
る
と
破
裂

の
危
険
が
あ
る
た
め
、
直

射
日
光
の
当
た
る
所
や

火
気
等
の
近
く
な
ど
温

度
が
四
十
度
以
上
と
な

る
所
に
置
か
な
い
こ
と
。 

二 

火
の
中
に
入
れ
な
い

こ
と
。 

三 

使
い
切
っ
て
捨
て
る

こ
と
。 

高
圧
ガ
ス
：
使
用
す
る
ガ
ス

の
種
類 

乙 

  

使

用

中

噴

射

剤

が

噴

出

す

る

構

造

の

も
の 

 

エ

ア

ゾ

ー

ル

の

容

器

 

火

炎

長

試

験

に

よ

る

火

炎

が

認

め

ら

れ

な

い

も

の

で

あ
っ
て
、
か

つ
、
噴
射
剤

と

し

て

可

燃

性

ガ

ス

を

使

用

し

な
い
も
の 

 

エ
ア
ゾ
ー

ル
の
種
類 

高
温
に

注
意 

 

甲 

表
示
す
べ
き
事
項 

高
圧
ガ
ス
を
使
用
し
て
お
り
危
険

な
た
め
、
下
記
の
注
意
を
守
る
こ

と
。 

一 

高
温
に
す
る
と
破
裂
の
危
険

が
あ
る
た
め
、
直
射
日
光
の
当

た
る
所
や
火
気
等
の
近
く
な
ど

温
度
が
四
十
度
以
上
と
な
る
所

に
置
か
な
い
こ
と
。 

二 

火
の
中
に
入
れ
な
い
こ
と
。 

三 

使
い
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
。 

高
圧
ガ
ス
：
使
用
す
る
ガ
ス
の
種
類 

 

乙 

リ 

リ 
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火
炎
長
試
験
に

よ
る
火
炎
が
認

め
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
噴
射
剤

と
し
て
特
定
不

活
性
ガ
ス
を
使

用
し
て
い
る
も

の 

 

高

温

に

注

意 

 

高
圧
ガ
ス
を
使
用
し
て
お

り
危
険
な
た
め
、
下
記
の
注

意
を
守
る
こ
と
。 

一 

炎
や
火
気
の
近
く
で
は

注
意
し
て
使
用
す
る
こ

と
。 

二 
火
気
を
使
用
し
て
い
る

室
内
で
大
量
に
使
用
し
な

い
こ
と 

以
下
右
欄
の
一
か
ら
三
ま

で
と
同
じ 

 
 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

第
四
条
の
二 

令
第
二
条
第
三
項
第
九
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定

め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

分
析
機
器
内
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及

び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
。 

イ 

内
容
積
が
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

使
用
時
に
お
け
る
ガ
ス
の
圧
力
が
設
計
圧
力
を
超
え
な

い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

二 

エ
ア
バ
ッ
グ
ガ
ス
発
生
器
（
内
容
積
が
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
内
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
で
あ
っ

て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
。 

イ 

製
造
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
製
造
の
方

法
等
に
関
す
る
技
術
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
昭
和

五
十
年
通
商
産
業
省
告
示
第
二
百
九
十
一
号
。
以
下
「
製

造
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
十
六
第
一
号
イ

に
適
合
す
る
高
圧
ガ
ス
で
あ
っ
て
毒
性
ガ
ス
以
外
の
も

の
が
封
入
し
て
あ
る
こ
と
。 

ロ 

作
動
時
に
お
け
る
ガ
ス
の
圧
力
が
設
計
圧
力
を
超
え

な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
容
器
検
査
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
に
適
用
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

エ
ア
バ
ッ
グ
ガ
ス
発
生
器
（
内
容
積
が
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
内
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
で
あ
っ
て
、 

製
造
細
目
告
示
第
十
二
条
の
十
六
第
一
号
イ
に
適
合
す
る
高

圧
ガ
ス
で
あ
っ
て
毒
性
ガ
ス
以
外
の
も
の
が
封
入
し
て
あ
る

こ
と
。 

 

（
新
設
） 
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四 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
空
気
銃
（
以
下
単
に

「
空
気
銃
」
と
い
う
。
）
又
は
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
準
空
気
銃
（
以
下
単
に
「
準
空
気
銃
」
と
い

う
。
）
内
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び

ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
。 

イ 

内
容
積
が
五
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

充
塡
さ
れ
る
ガ
ス
が
不
活
性
ガ
ス
又
は
空
気
で
あ

る
こ
と
。 

五 

消
火
活
動
の
た
め
使
用
さ
れ
る
放
水
銃
内
に
お
け
る

高
圧
ガ
ス
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の
。 

イ 

内
容
積
が
五
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

充
塡
さ
れ
る
ガ
ス
が
不
活
性
ガ
ス
又
は
空
気
で
あ

る
こ
と
。 

六 

前
二
号
に
規
定
す
る
空
気
銃
、
準
空
気
銃
又
は
放
水
銃

へ
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
内
に
お
け
る
高

圧
ガ
ス
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
も
の
。 

イ 

内
容
積
が
五
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

充
塡
す
る
ガ
ス
が
不
活
性
ガ
ス
又
は
空
気
で
あ
る

こ
と
。 

七 

冷
凍
設
備
へ
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
内

に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
で
あ
っ
て
、
充
塡
す
る
ガ
ス
が
二
酸

化
炭
素
又
は
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
不
活
性
ガ
ス
に
限

る
。
）
で
あ
る
こ
と

。 

 

 



22 
 

○
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十
号
） 

       

（
適
用
除
外
） 

第
二
条 

３ 

法
第
三
条
第
一
項
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

四 

冷
凍
能
力
が
三
ト
ン
以
上
五
ト
ン
未
満
の
冷
凍
設
備
内
に

お
け
る
高
圧
ガ
ス
で
あ
る
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
不
活
性
の
も

の
に
限
る
。
） 

 

五 

液
化
ブ
ロ
ム
メ
チ
ル
の
製
造
の
た
め
の
設
備
外
に
お
け
る

当
該
ガ
ス 

六 

オ
ー
ト
ク
レ
ー
ブ
内
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
（
水
素
、
ア
セ
チ

レ
ン
及
び
塩
化
ビ
ニ
ル
を
除
く
。
） 

七 

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
回
収
装
置
（
回
収
し
た
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
の
浄
化
機
能
又
は
充
て
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
を
含

む
。
）
内
に
お
け
る
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
で
あ
っ
て
、
温
度
三

十
五
度
に
お
い
て
圧
力
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
の
う

ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の 

（
削
る
） 

    

九 

第
一
項
に
規
定
す
る
設
備
内
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
で 

あ

っ
て
、
当
該
設
備
内
の
ガ
ス
の
容
積
（
温
度
零
度
、
圧
力
零
パ

ス
カ
ル
の
状
態
に
換
算
し
た
容
積
を
い
う
。
）
が
〇
・
一
五
立

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

も
の
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
前
号
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

現 
 

行 

（
適
用
除
外
） 

第
二
条 

３ 

法
第
三
条
第
一
項
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

三
の
二 

冷
凍
能
力
が
三
ト
ン
以
上
五
ト
ン
未
満
の
冷
凍
設
備 

内
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
で
あ
る
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
不
活
性

の
も
の
に
限
る
。
） 

 

四 

液
化
ブ
ロ
ム
メ
チ
ル
の
製
造
の
た
め
の
設
備
外
に
お 

け

る
当
該
ガ
ス 

五 

オ
ー
ト
ク
レ
ー
ブ
内
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
（
水
素
、
ア
セ
チ

レ
ン
及
び
塩
化
ビ
ニ
ル
を
除
く
。
） 

六 
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
回
収
装
置
（
回
収
し
た
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
の
浄
化
機
能
又
は
充
て
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
を
含

む
。
）
内
に
お
け
る
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
で
あ
っ
て
、
温
度
三

十
五
度
に
お
い
て
圧
力
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
の
う

ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の 

七 

液
化
ガ
ス
と
液
化
ガ
ス
以
外
の
液
体
と
の
混
合
液
で
あ
っ

て
、
そ
の
質
量
の
百
分
の
十
五
以
下
が
液
化
ガ
ス
の
質
量
で
あ

り
、
か
つ
、
温
度
三
十
五
度
に
お
い
て
圧
力
〇
・
六
メ
ガ
パ
ス

カ
ル
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
に

お
け
る
当
該
ガ
ス 

（
新
設
） 

      

旧 
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（
政
令
で
定
め
る
ガ
ス
の
種
類
等
） 

第
三
条 

ガ
ス
の
種
類 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
 

値 

一
ヘ
リ
ウ
ム
、
ネ
オ
ン
、
ア
ル
ゴ
ン
、

ク
リ
プ
ト
ン
、
キ
セ
ノ
ン
、
ラ
ド
ン
、

窒
素
、
二
酸
化
炭
素
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
（
難
燃
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
燃
焼
性
の

基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又

は
空
気
（
以
下
「
第
一
種
ガ
ス
」
と
い

う
。 

 

（
完
成
検
査
等
に
係
る
認
定
の
有
効
期
間
） 

第
十
条 

法
第
三
十
九
条
の
八
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間

は
、
五
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
条
第
三
項
第
二
号
又

は
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
を
申
請
し
た
者
が
、
検

査
能
力
の
維
持
向
上
に
係
る
高
度
な
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
当

該
方
法
を
用
い
る
た
め
に
必
要
な
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

術
的
能
力
及
び
実
施
体
制
を
有
す
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め

る
場
合
は
、
七
年
と
す
る
。 

（
政
令
で
定
め
る
ガ
ス
の
種
類
等
） 

第
三
条 

ガ
ス
の
種
類 

一
ヘ
リ
ウ
ム
、
ネ
オ
ン
、
ア
ル
ゴ
ン
、

ク
リ
プ
ト
ン
、
キ
セ
ノ
ン
、
ラ
ド
ン
、

窒
素
、
二
酸
化
炭
素
、
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
（
可
燃
性
の
も
の
を
除
く
。
）
又

は
空
気
（
以
下
「
第
一
種
ガ
ス 

    

（
完
成
検
査
等
に
係
る
認
定
の
有
効
期
間
） 

第
十
条 

法
第
三
十
九
条
の
八
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、

五
年
と
す
る
。 

三
百
立
法
メ
ー
ト
ル 

三
百
立
法
メ
ー
ト
ル 
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高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規）の一部を改正する規程 新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規） 

（１）高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令の運用及び解釈について 

Ⅰ.高圧ガス保安法関係 

第２条関係（定義） 

「液化ガス」とは、現に液体であって 

② 大気圧下における沸点が４０度を超える液体が、その沸点以上かつ１メガパスカル以

上の状態にある場合のものをいう。 

 この間略 

２） 大規模改修又はスクラップアンドビルドの工事を行わなくても、高圧ガス保安

法に定める技術上の基準が求める安全水準と同等の安全性を有すると判断される

こと。 

②規定中「１メガパスカル以上の状態」が本内規に追加された平成２８年１１月１日以

前に設置された設備（許可の申請をしているものを含む。）については、従前の解釈によ

るものとする。ただし、新たな規定を適用することにより、当該設備を法の適用から除外

とするために法第１４条第２項に基づく軽微変更届又は法第２１条第１号若しくは第２

号に基づく廃止届を行った場合にあっては、その限りでない。また、法第１４条第２項の

届出を行う場合にあっては、法の適用から除外させる設備の範囲を明確に示すものとす

る。 

「圧力」とは、 以下略 

 

第５条関係（製造の許可等） 

（６）処理設備等において、①高圧ガスでないガスを高圧ガスにすること。②高圧ガス

の圧力を更に上昇させること。③高圧ガスを当該高圧ガスよりも低い高圧ガスにす

ること。④気体を高圧ガスである液化ガスにすること。⑤液化ガスを気化させ高圧

ガスにすること。⑥高圧ガスを容器に充てんすること等高圧ガスの状態を人為的に

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規） 

（１）高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令の運用及び解釈について 

Ⅰ.高圧ガス保安法関係 

第２条関係（定義） 

「液化ガス」とは、現に液体であって 

② 大気圧下における沸点が４０度を超える液体が、その沸点以上にある場合のものをい

う。 

 この間略 

２） 大規模改修又はスクラップアンドビルドの工事を行わなくても、高圧ガス保安

法に定める技術上の基準が求める安全水準と同等の安全性を有すると判断される

こと。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

「圧力」とは、 以下略 

 

第５条関係（製造の許可等） 

（６）処理設備等において、①高圧ガスでないガスを高圧ガスにすること。②高圧ガス

の圧力を更に上昇させること。③高圧ガスを当該高圧ガスよりも低い高圧ガスにす

ること。④気体を高圧ガスである液化ガスにすること。⑤液化ガスを気化させ高圧

ガスにすること。⑥高圧ガスを容器に充てんすること等高圧ガスの状態を人為的に
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生成することは高圧ガスの製造に該当する。この場合処理設備の能力が１日１００

立方メートル以上のものである場合には、第１項第１号に規定する高圧ガスの製造

となる。 

ただし、高圧ガスを蓄圧せず、火薬類を消費することによって高圧ガスを瞬間

的に生成することは、高圧ガスの製造には該当しないこととする。 

また、樹脂、ゴム及び金属の内部に高圧ガスを一時的に留めて、成形又は加工

に用いる金型等へ当該ガスを充塡することは、高圧ガスの製造には該当しないこ

ととする。 

 

（５）冷凍保安規則の運用及び解釈について 

第５７条関係 

本条の指定設備の製造業者の「事業所」は、社会通念的に一つの事業の内容たる活動が

行われる場所であって、原則として当該場所が第三者の道路によって分離されていない等

地縁的に一体化しているものをいう。 

第１３号中「自動制御装置」には、特定不活性ガスを冷媒とする冷凍設備の場合にあっ

ては、当該冷凍設備を設置する室に設置する機械通風設備が停止した際に連動して停止す

る装置を含む。 

 

第６２条関係 

第１項中「同等の部品への交換」とは、交換しようとする部品が次の（１）及び（２）

のいずれかに該当する部品への交換に限るものとする。なお、下記の（１）及び（２）に

おける「同等」とは、「耐圧性能、気密性能、肉厚及び材料性能が同じか、それ以上であ

ること」、「機能、性能及び仕様が同じか、それ以上であること」並びに「冷凍能力に変

更がないこと」をいう。 

 

（１）当該認定指定設備に用いられていた冷媒設備の部品のうち、バルブ、配管、容

器（製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定

生成することは高圧ガスの製造に該当する。この場合処理設備の能力が１日１００

立方メートル以上のものである場合には、第１項第１号に規定する高圧ガスの製造

となる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（５）冷凍保安規則の運用及び解釈について 

第５７条関係 

本条の指定設備の製造業者の「事業所」は、社会通念的に一つの事業の内容たる活動が

行われる場所であって、原則として当該場所が第三者の道路によって分離されていない等

地縁的に一体化しているものをいう。 

（新設） 

 

 

 

第６２条関係 

第１項中「同一の部品への交換」とは、交換しようとする部品が当該認定指定設備に用

いられていた部品への交換に限るものとする。 

なお、同一の部品への交換後の認定指定設備は、部品交換前の当該指定設備と耐圧性能、

気密性能、肉厚、材料及び機能が同一で、かつ、第５７条に規定する指定設備の技術上の

基準を満たしていなければならない。（当該要件を確認できる証明書等があるものに限

る。） 
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める告示（昭和五十七年通商産業省告示第二百九十一号）第１１条の４に規定する容

器であって、内容積が増えないものに限る。）、継手、フィルタ、伝熱管、電動機、

ポンプ、液面計、流量計、圧力計等であって、当該指定設備の認定を受けた製造者が

性能及び機能が同等であることを証明できるもの。 

（２）当該認定指定設備に用いられていた冷媒設備以外の部品のうち、支持架台、サ

ポート、防振装置、自動制御装置、安全装置等であって同等のもの。 

また、次に掲げる工事については、同等の部品への交換にも該当しないものとして運用す

る。 

（１）塗装の塗替え 

（２）消耗品（ボルト・ナット、パッキン、ガスケット、シール材、断熱材、ポンプの

ローター、圧縮機のピストン・ピストンリング・羽根車、ベアリング、ファン、アクチュ

エータ、基板、リレー等盤内電気部品等）の取替え 

なお、同等の部品への交換後の認定指定設備は、部品交換前の当該指定設備と耐圧性能、

気密性能、肉厚及び材料性能が同じか、それ以上であること、機能、性能及び仕様が同じ

か、それ以上であること並びに冷凍能力に変更がないこと、かつ、第５７条に規定する指

定設備の技術上の基準（ 第４号及び第５号を除く。） を満たしていなければならない。

（ 当該要件を確認できる証明書等があるものに限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

また、次に掲げる工事については、同一の部品への交換にも該当しないものとして運用

する。 

（１）塗装の塗替え 

（２）消耗品（ボルト・ナット、パッキン、ガスケット、シール材、断熱材、ポンプの

ローター、圧縮機のピストン・ピストンリング）の取替え 

 

 

 

 

 

 


	1、「充てん」を「充塡」に変更　（「塡」は旧字体なので注意！）

